
徳
島
県
告
示
第
九
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

消
防
防
災
航
空
隊
事
務
所
・
警
察
航
空
隊
事
務
所
ほ
か
五
施
設
で
使
用
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
力
（
Ｐ
Ｐ
Ａ
方
式
）

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
三
、
二
五
四
、
二
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
社
会
推
進
課
脱
炭
素
推
進
室

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ア
ノ
ー
ド
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
四
番
一
号

五

契
約
金
額

１

基
本
料
金

設
定
し
な
い
。

２

太
陽
光
発
電
電
力
使
用
単
価
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
当
た
り
）

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
事
務
所
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
事
務
所

二
十
七
円
二
十
六
銭

（一）

徳
島
県
立
文
学
書
道
館

二
十
一
円
四
十
三
銭

（二）

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

二
十
七
円
二
十
六
銭

（三）

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

二
十
七
円
二
十
六
銭

（四）

徳
島
県
立
産
業
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

二
十
二
円
九
十
銭

（五）

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
課
（
本
館
）

二
十
七
円
二
十
六
銭

（六）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号


